
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合       

Ｑ：国外事業者から事業者向け電気通信利

用役務の提供を受けた場合は、その受けた事

業者が、支払対価の額を課税標準として消費

税の申告をするようになるそうですが、どの

ようになっているのですか？                                

                                              

Ａ：申告が必要なのは、一般課税により消

費税の申告をする事業者で、その課税期間に

おける課税売上割合が95％未満の事業者に限

られます。 

【解説】 

事業者が事業者向け電気通信利用役務の提

供を受けた場合、次の①又は②に該当する課

税期間については、当分の間、「事業者向け

電気通信利用役務の提供」はなかったものと

され、リバースチャージ方式による申告は必

要ないとされています。ただし、この場合に

は、その仕入税額控除も行えません。 

① 一般課税で、かつ、課税売上割合が95％以

上の課税期間 

② 簡易課税制度が適用される課税期間 

したがって、一般課税により消費税の申告

をする事業者で、その課税期間における課税

売上割合が95％未満の事業者についてのみ、

申告が必要になってきます。 

ちなみに、事業者向け電気通信利用役務の

提供とは、次のようなものをいいます。 

 ①インターネットを介した広告の配信やイン

ターネット上でゲームやソフトウエアの販

売場所を提供するサービス 

 ②契約において役務の提供を受ける事業者が

事業として利用することが明らかなもの 
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